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松本市役所におけるユニバーサルデザインの主な取組み 

 

１ ひきこもり等社会参加サポート事業（令和７年１０月～）  

⑴ 趣旨・背景 

社会構造やライフスタイルの変化により、一定の制度は整備された一方で、地域・家

庭内のつながりが希薄化し、支援が届かない複雑化・複合化した課題を抱える人（ひき

こもり、8050 問題、ヤングケアラー等）が顕在化してきました。 

こうした中、令和５年度から、地域共生社会の実現を目指し、「誰も取り残さない全

世代型支援体制整備事業（重層的支援体制整備事業）」を開始し、福祉政策課の職員２

人体制で支援が行き届いていない人たちの把握や本人の意向に沿った社会参加の支援、

参加メニューの開拓を対応してきました。しかし、これまでの体制では十分に支援を行

うことが困難であったため、令和７年１０月から、アウトリーチ等を通じた継続的支

援、参加支援の取組みを外部委託する「ひきこもり等社会参加サポート事業」を開始し

たものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

⑵ 概要 

 ア アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

家庭訪問、面談及び同行支援並びに電話及びにメール等による働きかけを行い、信

頼関係を構築しながら必要な支援を行っています。 

 イ 参加支援事業 

支援対象者やその世帯のニーズに対応するため、関係機関と連携し、既存の社会資

源の拡充や新たな社会資源の開拓などのコーディネートを行うとともに、支援対象者

と参加の場のマッチングを行っています。 

⑶ 対象者 

ア 社会参加に向けて段階的な支援が必要な方 
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イ 支援が必要と思われるが、自ら支援を求めることのできない方、支援につながるこ

とに拒否的な者、地域社会から孤立している者及びその世帯 

ウ その他本事業による支援が適当であると判断された者及びその世帯 

⑷ 実施体制 

社会福祉法人松本市社会福祉協議会及び NPO 法人 Gland・Riche に委託し、医療・福

祉専門職（社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師等）を１名ずつ配置（伴走コー   

ディネーター）しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 実績 

 ア 相談対応人数 

令和６年度：１８人 → 令和７年度（１０月～２月の５か月間）：５４人 

これまで相談につながっていなかった方の掘り起こしが進み、訪問等を通じて、再

び深刻な状況に陥らないための早期対応が進みつつあります。 

イ 社会資源開拓（就労経験が乏しい方などが通える短時間就労の場・居場所の開拓） 

令和６年度：２件 → 令和７年度（１０月～２月の５か月間）：２１件 
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２ オンライン窓口の利用推進（令和５年１０月～） 

⑴ 概要 

松本市内の支所出張所、地域づくりセンターといった市役所本庁から離れた５つの拠

点と本庁の窓口をオンラインでつないで、その場から相談・手続きができるというもの

です。本庁へ足を運ぶ必要がなく、顔が見える状態での会話が可能ですので、市民に身

近な市役所づくり、将来に向けた新たな市役所の在り方の導入部と位置付けています。 

【接続のイメージ】 
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⑵ 市民側端末設置場所及び利用状況 

   Ｒ８．２月末時点で、令和７年度は５１１回の利用実績がありました。特に、本庁か

ら距離の離れた四賀支所、笹賀出張所等における利用回数が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 令和７年度の取組み 

  ア 取扱業務の拡充 

    約５０種で開始した取扱業務数は、現在、約１５０種に拡充しています。 

    書画カメラでの本人確認が可能となり、取扱業務が増加したことが背景にあります。 

   【Ｒ７の主な実績】 

    ・オンライン司法書士相談（３２件） 

・おくやみ窓口（７６件）  

・道路、水路に関する相談（２１件） 

  イ 利用環境の整備 

    プライバシーに配慮したブース、音漏れ防止のためのヘッドセット、暑さ対策のた

めの卓上クーラーの整備等、各施設の状況に応じて、市民が利用しやすい環境を整備

してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 利用促進の周知 

    窓口などでの利用案内のほか、設置拠点地区内へのチラシ配布、周辺地区への積極

的なＰＲ（例：安曇、奈川地区には波田支所をＰＲ）を行ってきました。 
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 ⑷ 令和７年度中に手続完結型となった主な業務 

   今まで案内や相談のみで終了していた以下の業務について、受付・申請など手続きを

完結できるようにしました。 

  ア 障がい福祉課 １６業務 

    心身障害者福祉手当（新規・変更・喪失）、日常生活用具の給付、福祉１００円バ

ス乗車パス券、有料道路通行料金の割引、信州パーキング・パーミット制度 等 

  イ 高齢福祉課 ２１業務 

    介護認定申請、福祉１００円バス乗車パス券、高齢者福祉入浴券、訪問理美容料金

助成、家庭介護用品支給、救急医療情報キット、高齢者補聴器購入補助事業 等 

  ウ 保健予防課 ３業務 

    特定医療費（指定難病）受給者証、ウイルス肝炎医療費受給者証、特定疾患患者見

舞金 

 ⑸ 利用者の声 

  ・本庁窓口と同じ手続ができてよかった。 

  ・電話だと本庁職員の顔が見えなくて不安だが、オンライン窓口では顔を見ながら安心

して手続ができた。 

  ・時間を掛けて本庁へ行くことなく、最寄りの地域づくりセンターで解決できて、あり

がたかった。 等 

 ⑹ 令和８年度の予定 

人口や取扱件数が多く、本庁からの比較的距離のある「芳川出張所」、「梓川支所」に

市民側端末を新設し、引き続き、利便性を感じていただける環境整備を進めます。 


